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市有財産の売却について

　

固
定
資
産
税
は
１
月
１
日
現
在
の
状

 

手
続
き
が
必
要
で
す

家
屋
を
取
り
壊
し
た
と
き

　

デ
パ
ー
ト
や
ホ
テ
ル
な
ど
で
、
消
防

用
設
備
の
工
事
な
ど
を
行
う
場
合
は
、

消
防
設
備
士
の
資
格
が
必
要
で
す
。

　

北
海
道
消
防
設
備
協
会
で
は
、
講
習

会
を
開
催
し
ま
す
。
く
わ
し
く
は
、
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
日
時
→
平
成
30
年
２
月
８
日

（木）
～
９

日
（金）

●
会
場
→
旭
川
市
勤
労
者
福
祉
会
館

（
旭
川
市
６
条
通
４
丁
目
）

●
受
付
期
間
→
11
月
20
日

（月）
～
12
月
13

日
（水）

●
問
合
せ
→
士
別
消
防
署
☎
（
23
）

２
６
１
９

 

消
防
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

消

防

設

備

士

講

習

会

況
で
課
税
す
る
た
め
、
家
屋
を
取
り
壊

し
た
場
合
は
、
翌
年
度
か
ら
課
税
さ
れ

な
く
な
り
ま
す
。

　

住
宅
や
倉
庫
な
ど
の
家
屋
を
取
り
壊

し
た
と
き
は
、
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

●
登
記
家
屋
を
取
り
壊
し
た
場
合

　

法
務
局
で
「
建
物
滅
失
登
記
」
の
申

請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

滅
失
登
記
が
完
了
す
る
と
、
市
へ
の

手
続
き
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
が
、
滅
失

登
記
の
申
請
が
12
月
末
日
ま
で
に
間
に

合
わ
な
い
場
合
は
、
市
へ
「
家
屋
滅
失

届
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

市
の
保
有
す
る
土
地
を
売
却
し
ま

す
。
く
わ
し
く
は
、
問
い
合
せ
く
だ

さ
い
。

●
売
却
す
る
土
地

▽
東
７
条
北
８
丁
目
５
番
１
（
宅

地
）
３
８
１
・
40
㎡
、
最
低
売
却
価

格
２
６
６
万
円

▽
東
７
条
北
８
丁
目
５
番
２
（
宅

地
）
３
８
２
・
19
㎡
、
最
低
売
却
価

格
２
６
６
万
円

●
売
却
方
法
→
購
入
希
望
者
に
よ
る

申
込
み
順
で
売
却

●
申
込
受
付
→
11
月
27
日

（月）
か
ら

●
申
込
様
式
→
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
ほ
か
、
市
財

●
未
登
記
家
屋
を
取
り
壊
し
た
場
合

　
市
税
務
課
資
産
税
担
当
に
家
屋
滅
失

届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
届
け
出
に

も
と
づ
き
現
地
確
認
を
行
い
ま
す
。

●
問
合
せ

▽
市
税
務
課
→
☎
内
線
２
１
４
２
、
朝

日
総
合
支
所
地
域
住
民
課
☎
（
28
）

２
１
２
１

▽
旭
川
地
方
法
務

局
名
寄
支
局
→
☎

０
１
６
５
４
（
２
）

２
３
４
９

政
課
で
用
意
し
て
い
ま
す
。

●
売
買
代
金
→
契
約
後
一
括
で
納
入

●
申
込
み
・
問
合
せ
→
市
財
政
課
☎

内
線
２
２
１
５

【平成29年度資格試験広報用ポスター】



高
齢
者
の
総
合
相
談

●
介
護
・
福
祉
・
医
療
の
相
談
や
介

　

護
状
態
の
予
防
な
ど
の
相
談
を
受

　

け
付
け
て
い
ま
す
。

●
相
談
・
問
合
せ
→
市
地
域
包
括
支

　

援
セ
ン
タ
ー
☎
内
線
２
１
２
５

出
張
年
金
相
談

●
11
月
21
日

（火）
午
前
10
時
～
午
後
４

　

時
30
分　

※
完
全
予
約
制
で
す
。

●
会
場
→
士
別
商
工
会
館

●
予
約
・
問
合
せ
→
旭
川
年
金
事
務
所

　

☎
０
１
６
６(

72)

５
０
０
４

 

行
政
相
談

●
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
相
談
を

　

受
け
付
け
ま
す
。

●
11
月
22
日

（水）
午
前
10
時
～
正
午
、

　

午
後
１
時
～
３
時

●
会
場
→
市
役
所
会
議
室
２
０
１

●
問
合
せ
→
市
環
境
生
活
課
☎
内
線

　

２
２
３
５

12 月の運転免許更新時講習日程
●優良運転者講習
　12月7日（木）午後１時～１時３０分
　12月14日（木）午後６時～６時３０分
●一般運転者講習
　12月13日（水）午後１時～２時
●違反運転者講習
　12月14日（木）午後７時～９時
●初回運転者講習
　12月7日（木）午後２時～４時
◎会場は、市民文化センターです。
※問合せは、士別地区交通安全協会連合会
（士別警察署内）　☎（２３）０１１０まで

　

10
月
１
日
か
ら
10
月
31
日
ま
で
に
行
わ
れ

た
市
附
属
機
関
な
ど
の
会
議
で
す
。
く
わ
し

く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
士
別
市
環
境
審
議
会
→
10
月
３
日

●
士
別
市
人
づ
く
り
・
ま
ち
づ
く
り
推
進
協

　

議
会
→
10
月
11
日

　　特設人権心配ごと相談所では、 人権や家庭の問題、 い
じめ問題をはじめ近所同士のトラブルなど、 どんな相談
も受け付けます。 相談は無料で、 秘密は固く守られます。

●日時→ 12月６日 （水） 午前 10時　　
　～午後 3時
●会場→市民文化センター視聴覚室
●相談員→人権擁護委員 （士別部会）
●問合せ→市環境生活課☎内線２２２３

特設人権心配ごと相談所

　

サ
フ
ォ
ー
ク
研
究
会
く
る
る
ん
会
で

は
、
第
34
回
サ
フ
ォ
ー
ク
ニ
ッ
ト
フ
ェ

ア
を
開
催
し
ま
す
。

　

会
員
が
作
製
し
た
ニ
ッ
ト
製
品
の
ほ

か
、
帽
子
や
マ
フ
ラ
ー
、

ベ
ス
ト
な
ど
新
作
を
発

表
・
販
売
し
ま
す
。
多

く
の
来
場
を
お
待
ち
し

て
い
ま
す
。

 

暖
か
い
服
装
で
冬
を
過
ご
そ
う

サ
フ
ォ
ー
ク
ニ
ッ
ト
フ
ェ
ア

　

農
畜
産
物
加
工
体
験
交
流
工
房「
の

～
む
」
は
、
10
月
５
日
か
ら
１
人
で
も

利
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

利
用
を
希
望
す
る
際
は
、
利
用
予
定

日
の
３
日
前
の
午
前
中
ま
で
に
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

●
受
付
時
間
→
午

前
９
時
～
正
午
（
日

曜
日
、
祝
日
除
く
）

●

問

合

せ

→

農

畜

産

物

加

工

体

験
交
流
工
房「
の

～

む

」
☎
（

22

）

１
１
１
４

 
一
人
か
ら
利
用
で
き
ま
す

の
～
む
利
用
の
お
知
ら
せ

　

子
ど
も
の
権
利

フ
ェ
ス
タ
を
開
催
し

ま
す
。
子
ど
も
の
権

利
に
関
す
る
講
話
を

は
じ
め
、
パ
ネ
ル
展

示
や
ス
テ
ー
ジ
発
表
、

ゲ
ー
ム
な
ど
の
催
し

が
あ
り
ま
す
。
多
く

の
参
加
を
お
待
ち
し

  

月
は「
子
ど
も
の
権
利
推
進
月
間
」で
す

子
ど
も
の
権
利
フ
ェ
ス
タ

●
日
時
→
12
月
１
日

（金）
～
３
日

（日）
午
前

10
時
～
午
後
６
時
（
最
終
日
の
３
日
は

午
後
５
時
ま
で
）

●
会
場
→
株
式
会
社
サ
フ
ォ
ー
ク
（
大

通
西
８
丁
目
）

●
問
合
せ
→
め
ん
羊
工
芸
館
く
る
る
ん

☎
（
23
）
３
７
９
３

て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
ス
テ
ー
ジ
発
表
の
参
加
者
を

募
集
し
て
い
ま
す
（
18
歳
以
下
）。
く
わ

し
く
は
、
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
日
時
→
11
月
26
日

（日）
午
前
10
時
～
正

午●
会
場
→
あ
け
ぼ
の
子
ど
も
セ
ン
タ
ー

「
愛
遊
夢
（
あ
ゆ
む
）」

●
講
話

▽「
子
ど
も
の
権
利
ミ
ニ
講
話
」

、、

11

　

講
師
→
野
中 

英
樹
弁
護
士（
子
ど
も

　

の
権
利
救
済
委
員
会
委
員
長
）

●
問
合
せ
→
市
子
育
て
支
援
課
☎
内
線

２
１
３
８



日曜・祝日当番医
　士別市立病院☎（２３）２１６６
と次の医院が当番医です。

月 日 当　番　医 電話番号

11 19 吉田耳鼻咽喉科分院 （22）0222

11 23 しべつ内科クリニック （23）2525

11 26 松 塚 医 院 （23）1212

12 10 道 北クリニック （23）1111

12 17 船 津 医 院 （23）2674

1 2 月の予防接種
四種混合、日本脳炎ワクチン、Ｂ型肝炎、ヒブワ
クチン、小児肺炎球菌ワクチン、ＢＣＧ、麻しん・
風しん混合、水痘、二種混合、子宮頸がんワクチン

接  種  場  所 接   種   日

松 塚 医 院 毎週月～土曜日

船 津 医 院 毎 週 木 曜 日

上 士 別 医 院 毎週月～金曜日

市 立 病 院 毎 週 水 曜 日

多 寄 医 院 毎週火・木・土曜日

あさひクリニック 毎週月～金曜日

しべつ内科クリニック 毎週月～金曜日

道北クリニック 毎週月～金曜日

※注 1　松塚医院では、日本脳炎ワクチンを実施
　していません。
※注2　市立病院では、子宮頸がんワクチンが毎週
　火曜日、ポリオワクチンが毎週水曜日です。B型
　肝炎、四種混合・日本脳炎・ヒブワクチン・ＢＣＧ・
　小児肺炎球菌ワクチンは第１・３・５水曜日。麻しん・
　風しん混合、水痘は第２・４水曜日の接種です。
※注 3　多寄医院と道北クリニックでは、ＢＣＧ
　を実施していません。
※注４　しべつ内科クリニックでは、Ｂ型肝炎ワ
　クチンを実施していません。
※接種日時は、予約時にご確認ください。

※注２

※注３

※注３

※注 1

※注４

■相談・問合せ→ 市保健福祉センター☎（２２）２４００、朝日総合支所☎（２８）
２１２１。このほか、健康と育児の相談も随時受け付けます。朝日総合支所は電話
で予約してください。

　保健福祉センター
　→12月４日（月）午
　前９時～正午
　朝日総合支所→12
　月14日（木）午前　
　10時～午後３時
※予約は不要です。

●内容→健康相談・母子健康手
　帳交付・妊婦受診券発行
　保健福祉センター→開所日の

　午前９時～午後５時

　朝日総合支所・子育て支援セ
　ンターゆら→電話で予約して
　ください。

　保健福祉センター
では、いつでも皆さ
んの健康相談を受け
付けています。
　気軽に相談してく
ださい。

※予約は不要です。

●子どもの発達が気
　になったら相談し
　てください。
●事前申込みが必要
　です。日時は申込
　時にお知らせしま
　す。
●申込み→市子育て
　支援課
　☎内線２１３９

児童巡回相談 妊婦健康相談 栄養相談 健康相談

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間
　11 月 13 日（月）から 19 日（日）の期間で、全国一斉「女
性の人権ホットライン」強化週間を実施します。
　夫やパートナーからの暴力、職場でのセクシュアルハラ
スメントなど、女性の人権に関する相談を受け付けていま
す。相談は無料で秘密は厳守しますので、気軽に相談くだ
さい。

●相談窓口→全国共通ナビダイヤル☎０５７０（０７０）８１０
●相談時間
　11 月 13 日（月）～ 11 月 17 日（金）午前8時 30 分～午後７時
　11 月 18 日（土）～ 11 月 19 日（日）午前10 時 00 分～午後５時
●問合せ→法務局名寄支局☎０１６５４（２）２３４９

まさかり南瓜（まさかり岩男）と BLUE SEEDS（ブルー
シーズ）の取り組みが紹介されました！

 北海道と札幌市の若手職員で構成する『北海道・札幌市政策
研究みらい会議』（以下、みらい会議）で、士別市のまさかり
南瓜（まさかり岩男）と BLUE SEEDS の取り組みが紹介されま
した。
　道内各地の特徴的な野菜を紹介する「わがマチ野菜の紹介」
という企画で、栗山町のさらさらレッド（玉ねぎ）と剣淵町の
キアヌに続く野菜として、士別のまさかり南瓜が選ばれました。

　記事の全文は、みらい会
議のホームページ（http://
www.city.sapporo.jp/kikaku/
renkei/mirai.html）で閲覧で
きますので、ぜひご覧くださ
い。

※北海道・札幌市政策協定みらい会議とは
『北海道と札幌市の未来を担う人的ネットワークの拡充』、『自
由な発想による「北海道のより良きみらい」に資する地域政策
の企画・立案や活動の推進』を目的として、さまざまな取り組
みを行っています。

Infomation ～お知らせ～Infomation ～お知らせ～



　

市
国
保
で
は
、
加
入
者
が
出
産
し
た

際
、
経
済
的
な
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、

次
の
と
お
り
世
帯
主
に
対
し
て
１
児
に

つ
き
42
万
円
を
上
限
に
出
産
育
児
一
時

金
を
支
給
し
ま
す
。
く
わ
し
く
は
、
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

 

国
保
加
入
の
皆
さ
ん
へ

出

産

育

児

一

時

金

　

市
で
は
、
高
齢
者
生
活
福
祉
セ
ン

タ
ー
の
入
居
者
を
次
の
と
お
り
募
集
し

ま
す
。
応
募
が
複
数
い
る
場
合
は
、
入

居
者
選
考
基
準
に
も
と
づ
き
決
定
し
ま

す
。く
わ
し
く
は
、問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

●

所

在

地

→

市
内
朝
日
町
中
央

４
０
３
４
番
地

●
居
住
面
積
→
36
㎡
（
居
間
約
11
畳
、

キ
ッ
チ
ン
・
バ
ス
・
ト
イ
レ
付
、
オ
ー

ル
電
化
）

●
募
集
定
員
→
１
人

●
募
集
期
間
→
11
月
15
日

（水）
～
11
月
29

日
（水）

●
入
居
条
件
→
原
則
60
歳
以
上
の
一
人

暮
ら
し
で
、
親
族
が
遠
方
に
い
て
日
常

生
活
の
援
助
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
で
、

一
人
で
生
活
す
る
こ
と
に
不
安
の
あ
る

方
。

※
次
に
該
当
す
る
方
は
入
居
で
き
ま
せ

ん
。

▽
常
に
医
療
管
理
が
必
要
な
状
態
の
方

▽
伝
染
病
な
ど
を
患
い
、
ほ
か
の
人
に

感
染
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
方

▽
日
常
生
活
で
常
に
介
護
（
食
事
、
入

浴
、
排
せ
つ
の
介
助
な
ど
）
が
必
要
な

方▽
精
神
性
疾
患
や
認
知
症
に
よ
る
問
題

 
入
居
者
募
集
中
で
す

高
齢
者
生
活
福
祉
セ
ン
タ
ー

（
徘は

い
か
い徊

、
大
声
、
暴
言
、
暴
行
な
ど
）

が
あ
り
、
他
人
に
迷
惑
を
か
け
る
お
そ

れ
の
あ
る
方

●
利
用
料

▽
居
室
利
用
料
→
前
年
の
収
入
に
よ
り
、

月
額
０
円
～
５
万
円

▽
共
通
管
理
経
費
→
月
額
２
０
０
０
円

（
上
下
水
道
料
金
含
む
）

▽
電
気
料
→
実
費

●
申
込
み
・
問
合
せ
→
市
介
護
保
険
課

☎
内
線
２
５
０
１
、
朝
日
総
合
支
所
地

域
住
民
課
☎
（
28
）
２
１
２
１

　

特
別
弔
慰
金
と
し
て
交
付
を
受
け
た

記
名
国
債
は
、
売
買
や
担
保
に
す
る
こ

と
が
法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
生
活
に
困
窮
し
て
い
る
場

合
な
ど
は
、
国
が
買
い
上
げ
た
り
、
担

保
と
し
て
特
定
の
金
融
公
庫
か
ら
貸
し

付
け
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
く

わ
し
く
は
、
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

●
買
上
償
還
の
対
象
と
な
る
国
債
お
よ

び
受
付
期
間

▽
第
二
十
七
回
特
別
給
付
金
国
庫
債
券

 

受
付
期
間
中
で
す

国
庫
債
券
特
別
買
上
償
還

「
い
号
」
券
～「
は
号
」
券
→
平
成
30
年

４
月
27
日

（金）
ま
で

▽
第
十
回
特
別
弔
慰
金
国
庫
債
券「
い

号
」券
→
平
成
30
年
４
月
13
日

（金）
ま
で

▽
第
二
十
八
回
特
別
給
付
金
国
庫
債
券

「
い
号
」
券
→
平
成
30
年
４
月
13
日

（金）

ま
で

※
い
ず
れ
も
、
受
付
期
間
を
過
ぎ
る
と

受
理
さ
れ
ま
せ
ん
。

※
保
有
し
て
い
る
債
権
数
な
ど
に
よ
っ

て
、
買
上
価
格
が
か
わ
り
ま
す
。
担
当

ま
で
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
→
市
福
祉
課
弔
慰
金
担
当
☎

２
１
１
９

●
直
接
支
払
制
度
・
受
取
代
理
制
度

　

出
産
育
児
一
時
金
を
市
国
保
か
ら
医

療
機
関
な
ど
に
支
払
う
制
度
で
す
。
利

用
を
希
望
す
る
方
は
、
分
娩
予
定
の
医

療
機
関
で
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
直
接
支
払
制
度
・
受
取
代
理

制
度
を
利
用
で
き
な
い
場
合
な
ど
に
、

出
産
育
児
一
時
金
の
支
給
を
受
け
る
ま

で
の
間
、
出
産
費
用
を
貸
し
付
け
る
制

度
が
あ
り
ま
す
。
希
望
す
る
方
は
、
市

市
民
課
国
保
担
当
で
手
続
き
し
て
く
だ

さ
い
。

●
問
合
せ
→
市
市
民

課
国
保
担
当
☎
内
線

２
１
１
２

■
林
業
退
職
金
共
済
制
度
（
林

　

退
共
）
の
退
職
金
請
求

　

林
業
に
従
事
し
た
こ
と
が
あ
り
、

林
退
共
制
度
に
加
入
し
て
い
た
、

も
し
く
は
加
入
し
て
い
た
か
も
し

れ
な
い
方
で
、
退
職
金
請
求
手
続

き
を
し
て
い
な
い
方
は
、
退
職
金

を
受
け
取
っ
て
い
な
い
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。

　

勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
林
業
退

職
金
共
済
事
業
本
部
で
は
、
手
続
き

方
法
や
当
時
の
加
入
の
有
無
な
ど
も

確
認
で
き
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
→
独
立
行
政
法
人
勤

労
者
退
職
金
共
済
機
構　

林
業

退
職
金
共
済
事
業
本
部
☎
０
３

（
６
７
３
１
）
２
８
８
７


